
成人の相談
区分 行事名 実施日 場　所 対　象 備　考

休日診療医療機関（２月２日～３月９日） 　

２月２日
（日）

養老整形外科
クリニック
☎34－3946

養老整形外科
クリニック
☎34－3946

養西診療所
☎71－6658

あいはら医院
☎32－1001

２月16日
（日）

２月23日（日）
・24日（月）

３月２日
（日）

２月11日
（火）

西美濃厚生病院
☎32－1161

西美濃厚生病院
☎32－1161

２月９日
（日）

３月９日
（日）

西美濃厚生病院
☎32－1161

【診療時間】９時～16時30分　　　【持ち物】保険証、受診料　　　◆一部変更の場合があります。
＊西美濃厚生病院では表とは別に休日および夜間の救急診療を行っています。

○救急電話相談（24時間365日対応） 救急安心センターぎふ　

・携帯電話、プッシュ回線からは局番なしの ＃7119
・ダイヤル回線、IP電話などつながらない時は ☎058-216-0119
（※岐阜県内に居住または滞在している人に限ります）

　 夜間・休日の受診についての相談 ●

町保健センター 町内在住の人健康相談
相
　談

【予約不要】
心身の悩みや健診結果、
食事などの相談

３月３日(月)
[受付時間]
10時～11時30分

風しんの抗体検査および予防接種
内容 対　象 料　金 クーポン券など

有効期限 備　考

無料 ２月28日まで風しんの抗体検査
および予防接種

対象者にはクーポン券
などを郵送しました。

昭和37年４月２日～
昭和54年４月１日生まれの男性
（クーポン券未使用者）

※対象はすべて町内在住者（住民登録者）です。

15時～16時

①医療機関が発行した妊娠届出書
②妊婦さん本人のマイナンバーカード（無い場合は通知カード、住民票の写しなど）
③妊婦さん本人の運転免許証またはパスポートなど
④妊婦さん本人の振込先金融機関口座のわかるもの（通帳・キャッシュカード）
⑤印鑑
⑥妊娠判定に要した受診費用の領収書および明細書（原本）
　※氏名、診察年月日、産科医療機関名が記載されたもの

※母子健康手帳交付時に出産応援ギフトの申請書、妊娠判定に要した受診費用助成金申請書などもお渡しします。
※「妊婦健康診査受診票」、「出産後に赤ちゃんが受ける検査に必要な書類」、「産婦健康診査受診票」なども交付します。
※上記の日時で都合が悪い場合や必要な持ち物が準備できない場合は、事前にご連絡ください。

２月21日（金）

３月７日（金）

母子健康手帳の交付（場所：町保健センター）
母子健康手帳の交付に必要な持ち物受付時間　日　時

13時20分～
14時

10時30分～
11時30分

13時～14時

令和６年10月16日～
　　　　11月30日生まれ

乳幼児の発達・発育に不安
や悩みをもつ人

令和４年１月１日～
　　　　２月28日生まれ

令和５年１月１日～
　　　　２月28日生まれ

令和５年７月１日～
　　　　８月31日生まれ

令和６年４月16日～
　　　　５月31日生まれ

該当者には２週間前までに通知
します。

乳 児 健 診

1 0 か 月 児 健 診

１歳６か月児健診

２歳児歯科健診

３ 歳 児 健 診

育 児 相 談

マタニティ教室
内容：妊娠中の過ごし方や栄養の話

健
　診

教
室

相
談

【要予約】
事前に電話で予約

実施時間
10時～11時

【申込期限】
３月10日（月）

令和６年12月・令和７年１月･２月
妊娠届出者とその家族

３月４日（火）

２月25日（火）
３月11日（火）

３月13日（木）

離乳食学級
内容：離乳食のすすめ方

実施時間
10時～11時

【申込期限】
３月７日（金）離乳期乳児の保護者３月14日（金）

３月25日（火）

３月12日（水）

３月18日（火）

３月11日（火）

乳幼児の健診・相談など（場所：町保健センター）
区分 行事名 実施日 受付時間 対　　象 備　　考

乳幼児などの定期予防接種（接種場所：町内指定医療機関など） 
※予防接種は通年実施しています。詳しくは、町ホームページに掲載しています。予診票の配布方法

申請期限が近づいています！該当する人は３月 31日までに申請してください。
（１）妊婦・小児インフルエンザの助成について
妊婦・小児（生後６か月に達する日から 15歳に達する日以後、最初の３月 31日までにある人）を対象に、イ
ンフルエンザ予防接種費用の一部を助成しています。対象者などの詳しくは、町ホームページをご覧ください。

（２）ヒトパピローマウイルス感染症予防接種（子宮頸がん予防接種）の任意接種費用の払い戻しについて
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した人が、定期接
種の年齢を過ぎて任意接種として自費で接種した場合、町が定める上限額の範囲内で払い戻しをします。
対象者など詳しくは、町ホームページをご覧ください。

ワクチンの昨年夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況などを踏まえ、下記のとおり経過措置を行います。

経過措置の対象者
〇キャッチアップ接種対象者（平成９年４月２日～平成 20年４月１日生まれの女子）で令和４年４月１日から令和７年
３月 31日までに１回以上接種をした人で未完了の人
〇高校１年生相当の年齢（平成 20年４月２日～平成 21年４月１日生まれ）の女子で令和４年４月１日から令和７年３月
31日までに１回以上接種をした人で未完了の人

接種期限　令和８年３月 31日まで

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種（子宮頸がん予防接種）キャッチアップ接種対象者等の経過措置についてのお知らせ

令和７年度の各種健（検）診の申し込みを受け付けます

がん患者医療用補正具購入費の助成について

２月上旬に健康診査申込票を各世帯に送付します。
令和７年度の各種健（検）診受診を希望する人は申込票に記入のうえ、返信用封筒で郵送してください。
世帯の中に希望する人がいない場合は返信不要です。
【提出期限】２月 21日（金）　
期限を過ぎた場合、定員を超過している検診については申し込みをお断りすることがあります。

※申込票は 30歳以上の男性または 20歳以上の女性が属する世帯に送付します。（年齢は令和８年３月 31日現在）

　がん患者の治療と就労や社会参加などとの両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、医療用補正具購入費用の一
部を助成しています。必要書類は町保健センターにてお渡しします。申請書兼請求書は町ホームページでダウンロードす
ることもできます。なお、助成は医療用ウィッグ（全頭用）と乳房補正具それぞれ１種類につき 1回限りです。

内容

（１）補正具購入について、過去に都道府県および他の市町村から助成を受けていないこと、または受ける予定
がないこと。

（２）補正具を購入した日および申請時に町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有していること。
（３）がんの治療に伴う脱毛または乳房の切除により、治療と就労や社会参加などとの両立に支障が出る、また

は出る恐れのある人。
（４）町税を滞納していないこと。

令和６年４月１日以降に購入したがん患者の医療用補正具で、一人につき医療用ウィッグ（全頭用）と乳房補
正具それぞれ１種類につき１回限り助成します。
助成額はそれぞれ当該購入費用の額です。（ただし２万円を上限とする）

令和６年４月１日から令和７年３月 31日までに購入した分の申請書兼請求書の提出期限は、令和７年３月 31
日です。※購入後速やかに提出してください。年度末に購入するなど、期限内に提出が間に合わない場合は、町
保健センターに事前にご連絡ください。

注意事項

助成内容

対象者
（右記の全てに該当
すること）
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このコーナーの申し込み・問い合わせは
町保健センター/TEL 32ｰ9025保健情報


